
 

令和８年度国民健康保険事業費納付金について 

 

 

１ 概要 

○ 納付金総額は、新たに創設された子ども支援納付金分を除いて前年度と比較すると、

4.1％、9 億 8 千万円余減の 229 億 3 千万円余となり、3 団体で増加し、24 団体で減少

しました。（別紙１－１） 

○ また、子ども支援納付金分を含めて前年度と比較すると、1.8％、4 億 2 千万円余減

の 234 億 9 千万円余となり、4 団体で増加し、23 団体で減少しました。（別紙１－２） 

○ 一人当たり納付金額は、子ども支援納付金分を除いて前年度と比較すると、1.3％、

1,892 円増の 153,196 円となり、21 団体で増加し、6 団体で減少しました。（別紙２－

１） 

○ また、子ども支援納付金分を含めて前年度と比較すると、3.7％、5,634 円増の 156,938

円となり、全 27 団体で増加しました。（別紙２－２） 

 

２ 納付金について 

○ 県は、平成 30 年度から、市町村とともに国民健康保険の保険者となり、財政運営の

責任主体となったことから、納付金を算定しています。 

○ 納付金は、国のガイドラインに基づき、県全体の医療費を見込み、各市町村の世帯数、

被保険者数、所得及び医療費水準を踏まえて算定しています。 

○ 納付金総額が減少した主な要因は、脱退者が加入者を上回ったことに伴い、国民健康

保険の被保険者が減少し、医療費総額が減少したことによります。 

○ 一人当たり納付金額が増加した主な要因は、医療の高度化などにより、一人当たり医

療費が増加したことによります。 

○ 県は、財政安定化基金を活用し、一人当たり納付金額の増加を抑えています。 

○ 各市町村は、納付金のほか、健康診査等の保健事業の費用を踏まえ、保険料率を決定

しています。 



納付金総額の比較　（令和８年度－令和７年度）

［子ども支援納付金分除く］

市町村名 令和８年度 令和７年度 増減額

甲 府 市 4,923,737,431 円 5,105,540,337 円 ▲ 181,802,906 円 

富 士 吉 田 市 1,269,988,336 円 1,328,183,760 円 ▲ 58,195,424 円 

都 留 市 703,621,612 円 745,517,843 円 ▲ 41,896,231 円 

山 梨 市 1,158,981,978 円 1,200,952,833 円 ▲ 41,970,855 円 

大 月 市 576,544,894 円 614,609,315 円 ▲ 38,064,421 円 

韮 崎 市 717,334,058 円 769,466,917 円 ▲ 52,132,859 円 

南アルプス市 1,919,024,268 円 1,985,136,164 円 ▲ 66,111,896 円 

北 杜 市 1,601,597,998 円 1,653,337,524 円 ▲ 51,739,526 円 

甲 斐 市 1,836,519,480 円 1,926,518,358 円 ▲ 89,998,878 円 

笛 吹 市 2,335,203,208 円 2,395,308,863 円 ▲ 60,105,655 円 

上 野 原 市 604,525,783 円 665,094,029 円 ▲ 60,568,246 円 

甲 州 市 1,221,144,595 円 1,253,820,323 円 ▲ 32,675,728 円 

中 央 市 755,427,105 円 791,402,755 円 ▲ 35,975,650 円 

早 川 町 22,385,607 円 22,117,393 円 ＋ 268,214 円 

身 延 町 295,828,719 円 324,130,059 円 ▲ 28,301,340 円 

南 部 町 177,780,658 円 198,429,711 円 ▲ 20,649,053 円 

昭 和 町 567,705,402 円 590,724,131 円 ▲ 23,018,729 円 

道 志 村 57,213,359 円 60,553,391 円 ▲ 3,340,032 円 

西 桂 町 96,838,933 円 101,191,502 円 ▲ 4,352,569 円 

忍 野 村 191,960,752 円 197,648,025 円 ▲ 5,687,273 円 

山 中 湖 村 232,322,780 円 250,522,351 円 ▲ 18,199,571 円 

鳴 沢 村 125,524,306 円 119,719,770 円 ＋ 5,804,536 円 

小 菅 村 22,780,977 円 20,971,177 円 ＋ 1,809,800 円 

丹 波 山 村 22,356,494 円 22,786,837 円 ▲ 430,343 円 

富士河口湖町 754,694,231 円 781,592,082 円 ▲ 26,897,851 円 

市 川 三 郷 町 388,466,873 円 421,409,710 円 ▲ 32,942,837 円 

富 士 川 町 352,377,954 円 365,976,164 円 ▲ 13,598,210 円 

県 合 計 22,931,887,791 円 23,912,661,324 円 ▲ 980,773,533 円 

増加 3 団体
減少 24 団体

（内訳）

医療分 15,304,064,836 16,158,164,598 ▲ 854,099,762

後期高齢者支援金分 5,659,120,830 5,760,757,071 ▲ 101,636,241

介護納付金分 1,968,702,125 1,993,739,655 ▲ 25,037,530

 子ども支援納付金分 560,162,527 － ＋ 560,162,527

別紙１－１

増減率

▲ 3.6 ％ 

▲ 4.4 ％ 

▲ 5.6 ％ 

▲ 3.5 ％ 

▲ 6.2 ％ 

▲ 6.8 ％ 

▲ 3.3 ％ 

▲ 3.1 ％ 

▲ 4.7 ％ 

▲ 2.5 ％ 

▲ 9.1 ％ 

▲ 2.6 ％ 

▲ 4.5 ％ 

＋ 1.2 ％ 

▲ 8.7 ％ 

▲ 10.4 ％ 

▲ 3.9 ％ 

▲ 5.5 ％ 

▲ 4.3 ％ 

▲ 2.9 ％ 

▲ 7.3 ％ 

＋ 4.8 ％ 

＋ 8.6 ％ 

▲ 5.3 ％ 

▲ 1.8 ％ 

▲ 1.3 ％ 

皆増

▲ 1.9 ％ 

▲ 3.4 ％ 

▲ 7.8 ％ 

▲ 3.7 ％ 

▲ 4.1 ％ 



納付金総額の比較　（令和８年度－令和７年度）

［子ども支援納付金分含む］

市町村名 令和８年度 令和７年度 増減額

甲 府 市 5,043,285,178 円 5,105,540,337 円 ▲ 62,255,159 円 

富 士 吉 田 市 1,299,906,494 円 1,328,183,760 円 ▲ 28,277,266 円 

都 留 市 721,340,380 円 745,517,843 円 ▲ 24,177,463 円 

山 梨 市 1,186,938,971 円 1,200,952,833 円 ▲ 14,013,862 円 

大 月 市 590,986,149 円 614,609,315 円 ▲ 23,623,166 円 

韮 崎 市 735,127,706 円 769,466,917 円 ▲ 34,339,211 円 

南アルプス市 1,965,970,872 円 1,985,136,164 円 ▲ 19,165,292 円 

北 杜 市 1,641,956,863 円 1,653,337,524 円 ▲ 11,380,661 円 

甲 斐 市 1,881,530,547 円 1,926,518,358 円 ▲ 44,987,811 円 

笛 吹 市 2,391,546,079 円 2,395,308,863 円 ▲ 3,762,784 円 

上 野 原 市 619,462,504 円 665,094,029 円 ▲ 45,631,525 円 

甲 州 市 1,250,705,354 円 1,253,820,323 円 ▲ 3,114,969 円 

中 央 市 773,827,448 円 791,402,755 円 ▲ 17,575,307 円 

早 川 町 22,973,056 円 22,117,393 円 ＋ 855,663 円 

身 延 町 303,301,828 円 324,130,059 円 ▲ 20,828,231 円 

南 部 町 182,416,098 円 198,429,711 円 ▲ 16,013,613 円 

昭 和 町 581,359,266 円 590,724,131 円 ▲ 9,364,865 円 

道 志 村 58,637,268 円 60,553,391 円 ▲ 1,916,123 円 

西 桂 町 99,318,523 円 101,191,502 円 ▲ 1,872,979 円 

忍 野 村 196,525,113 円 197,648,025 円 ▲ 1,122,912 円 

山 中 湖 村 237,752,312 円 250,522,351 円 ▲ 12,770,039 円 

鳴 沢 村 128,585,718 円 119,719,770 円 ＋ 8,865,948 円 

小 菅 村 23,326,809 円 20,971,177 円 ＋ 2,355,632 円 

丹 波 山 村 22,876,587 円 22,786,837 円 ＋ 89,750 円 

富士河口湖町 773,136,660 円 781,592,082 円 ▲ 8,455,422 円 

市 川 三 郷 町 398,190,607 円 421,409,710 円 ▲ 23,219,103 円 

富 士 川 町 361,065,928 円 365,976,164 円 ▲ 4,910,236 円 

県 合 計 23,492,050,318 円 23,912,661,324 円 ▲ 420,611,006 円 

増加 4 団体
減少 23 団体

（内訳）

医療分 15,304,064,836 16,158,164,598 ▲ 854,099,762

後期高齢者支援金分 5,659,120,830 5,760,757,071 ▲ 101,636,241

介護納付金分 1,968,702,125 1,993,739,655 ▲ 25,037,530

 子ども支援納付金分 560,162,527 － ＋ 560,162,527

増減率

▲ 1.2 ％ 

▲ 2.1 ％ 

▲ 3.2 ％ 

▲ 1.2 ％ 

▲ 3.8 ％ 

▲ 4.5 ％ 

▲ 1.0 ％ 

▲ 0.7 ％ 

▲ 2.3 ％ 

▲ 1.6 ％ 

▲ 3.2 ％ 

▲ 1.9 ％ 

▲ 0.2 ％ 

▲ 6.9 ％ 

▲ 0.2 ％ 

▲ 2.2 ％ 

＋ 3.9 ％ 

別紙１－２

皆増

▲ 5.3 ％ 

▲ 1.8 ％ 

▲ 1.3 ％ 

▲ 5.5 ％ 

▲ 1.3 ％ 

▲ 1.8 ％ 

▲ 1.1 ％ 

▲ 0.6 ％ 

▲ 5.1 ％ 

＋ 7.4 ％ 

＋ 11.2 ％ 

＋ 0.4 ％ 

▲ 6.4 ％ 

▲ 8.1 ％ 



一人当たり納付金額の比較　（令和８年度－令和７年度）

［子ども支援納付金分除く］

市町村名 令和８年度 令和７年度 増減額

甲 府 市 148,221 円 147,597 円 ＋ 624 円 

富 士 吉 田 市 160,514 円 153,352 円 ＋ 7,162 円 

都 留 市 147,758 円 145,467 円 ＋ 2,291 円 

山 梨 市 167,338 円 165,443 円 ＋ 1,895 円 

大 月 市 139,870 円 139,146 円 ＋ 724 円 

韮 崎 市 141,458 円 143,530 円 ▲ 2,072 円 

南アルプス市 152,074 円 149,404 円 ＋ 2,670 円 

北 杜 市 141,697 円 138,181 円 ＋ 3,516 円 

甲 斐 市 148,923 円 147,502 円 ＋ 1,421 円 

笛 吹 市 169,599 円 168,470 円 ＋ 1,129 円 

上 野 原 市 148,971 円 149,191 円 ▲ 220 円 

甲 州 市 175,301 円 169,550 円 ＋ 5,751 円 

中 央 市 151,297 円 150,772 円 ＋ 525 円 

早 川 町 142,583 円 127,111 円 ＋ 15,472 円 

身 延 町 139,410 円 141,295 円 ▲ 1,885 円 

南 部 町 135,297 円 137,322 円 ▲ 2,025 円 

昭 和 町 172,345 円 168,682 円 ＋ 3,663 円 

道 志 村 152,163 円 149,146 円 ＋ 3,017 円 

西 桂 町 137,555 円 134,563 円 ＋ 2,992 円 

忍 野 村 169,877 円 159,009 円 ＋ 10,868 円 

山 中 湖 村 168,594 円 164,601 円 ＋ 3,993 円 

鳴 沢 村 160,929 円 164,676 円 ▲ 3,747 円 

小 菅 村 162,721 円 149,794 円 ＋ 12,927 円 

丹 波 山 村 166,840 円 162,763 円 ＋ 4,077 円 

富士河口湖町 154,746 円 153,705 円 ＋ 1,041 円 

市 川 三 郷 町 142,139 円 143,777 円 ▲ 1,638 円 

富 士 川 町 141,008 円 138,838 円 ＋ 2,170 円 

県 全 体 153,196 円 151,304 円 ＋ 1,892 円 

増加 21 団体
減少 6 団体

▲ 1.4 ％ 

＋ 1.8 ％ 

＋ 2.5 ％ 

＋ 1.0 ％ 

増減率

＋ 0.4 ％ 

＋ 4.7 ％ 

＋ 1.6 ％ 

＋ 1.1 ％ 

＋ 1.3 ％ 

＋ 6.8 ％ 

＋ 2.4 ％ 

▲ 2.3 ％ 

＋ 8.6 ％ 

＋ 2.5 ％ 

別紙２－１

＋ 0.7 ％ 

▲ 1.1 ％ 

＋ 1.6 ％ 

▲ 1.3 ％ 

▲ 1.5 ％ 

＋ 2.2 ％ 

＋ 2.0 ％ 

＋ 2.2 ％ 

＋ 0.7 ％ 

▲ 0.1 ％ 

＋ 3.4 ％ 

＋ 0.3 ％ 

＋ 12.2 ％ 

＋ 0.5 ％ 



一人当たり納付金額の比較　（令和８年度－令和７年度）

［子ども支援納付金分含む］

市町村名 令和８年度 令和７年度 増減額

甲 府 市 151,819 円 147,597 円 ＋ 4,222 円 

富 士 吉 田 市 164,296 円 153,352 円 ＋ 10,944 円 

都 留 市 151,478 円 145,467 円 ＋ 6,011 円 

山 梨 市 171,374 円 165,443 円 ＋ 5,931 円 

大 月 市 143,374 円 139,146 円 ＋ 4,228 円 

韮 崎 市 144,967 円 143,530 円 ＋ 1,437 円 

南アルプス市 155,795 円 149,404 円 ＋ 6,391 円 

北 杜 市 145,267 円 138,181 円 ＋ 7,086 円 

甲 斐 市 152,573 円 147,502 円 ＋ 5,071 円 

笛 吹 市 173,691 円 168,470 円 ＋ 5,221 円 

上 野 原 市 152,652 円 149,191 円 ＋ 3,461 円 

甲 州 市 179,544 円 169,550 円 ＋ 9,994 円 

中 央 市 154,982 円 150,772 円 ＋ 4,210 円 

早 川 町 146,325 円 127,111 円 ＋ 19,214 円 

身 延 町 142,932 円 141,295 円 ＋ 1,637 円 

南 部 町 138,825 円 137,322 円 ＋ 1,503 円 

昭 和 町 176,490 円 168,682 円 ＋ 7,808 円 

道 志 村 155,950 円 149,146 円 ＋ 6,804 円 

西 桂 町 141,077 円 134,563 円 ＋ 6,514 円 

忍 野 村 173,916 円 159,009 円 ＋ 14,907 円 

山 中 湖 村 172,534 円 164,601 円 ＋ 7,933 円 

鳴 沢 村 164,853 円 164,676 円 ＋ 177 円 

小 菅 村 166,620 円 149,794 円 ＋ 16,826 円 

丹 波 山 村 170,721 円 162,763 円 ＋ 7,958 円 

富士河口湖町 158,527 円 153,705 円 ＋ 4,822 円 

市 川 三 郷 町 145,697 円 143,777 円 ＋ 1,920 円 

富 士 川 町 144,484 円 138,838 円 ＋ 5,646 円 

県 全 体 156,938 円 151,304 円 ＋ 5,634 円 

増加 27 団体
減少 0 団体

＋ 2.9 ％ 

＋ 1.2 ％ 

＋ 3.4 ％ 

＋ 3.1 ％ 

＋ 2.3 ％ 

＋ 5.9 ％ 

＋ 5.1 ％ 

＋ 4.1 ％ 

＋ 3.6 ％ 

＋ 3.0 ％ 

＋ 7.1 ％ 

＋ 4.3 ％ 

＋ 1.0 ％ 

＋ 1.3 ％ 

増減率

＋ 3.7 ％ 

＋ 4.8 ％ 

＋ 0.1 ％ 

＋ 11.2 ％ 

＋ 4.9 ％ 

＋ 3.1 ％ 

＋ 1.1 ％ 

＋ 4.6 ％ 

＋ 4.6 ％ 

＋ 4.8 ％ 

＋ 9.4 ％ 

＋ 4.1 ％ 

＋ 2.8 ％ 

＋ 15.1 ％ 

別紙２－２



令和７年度　標準保険料率 参考資料

●　都道府県標準保険料率　（各都道府県を比較する際に参考とするもの）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

18歳以上
（円）

山梨県 7.01 43,728 - 2.88 17,862 - 2.42 17,612 - 0.28 1,759 - -

●　市町村標準保険料率　（各市町村を比較する際に参考とするもの）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

18歳以上
（円）

甲府市 7.10 31,616 20,702 2.89 12,787 8,373 2.38 12,573 6,313 0.29 1,255 825 73
富士吉田市 7.38 32,843 21,506 2.85 12,609 8,256 2.35 12,431 6,242 0.28 1,229 808 51

都留市 6.43 28,631 18,748 2.80 12,375 8,104 2.30 12,120 6,085 0.28 1,229 797 59
山梨市 6.43 28,619 18,740 2.82 12,487 8,176 2.32 12,244 6,148 0.28 1,244 814 71
大月市 6.47 28,793 18,854 2.80 12,411 8,127 2.25 11,867 5,958 0.27 1,256 786 28
韮崎市 7.23 32,177 21,070 2.77 12,261 8,029 2.29 12,082 6,067 0.27 1,230 792 54

南アルプス市 6.82 30,358 19,879 2.80 12,412 8,128 2.33 12,310 6,181 0.28 1,214 797 72
北杜市 6.69 29,752 19,482 2.83 12,527 8,203 2.34 12,332 6,192 0.27 1,201 789 63
甲斐市 6.81 30,289 19,834 2.81 12,452 8,154 2.33 12,312 6,182 0.28 1,204 799 78
笛吹市 7.07 31,483 20,615 2.83 12,519 8,198 2.35 12,405 6,228 0.28 1,231 815 78

上野原市 6.24 27,790 18,198 2.76 12,200 7,989 2.26 11,915 5,983 0.27 1,258 793 34
甲州市 7.13 31,748 20,789 2.83 12,522 8,200 2.34 12,335 6,194 0.28 1,237 817 80
中央市 6.63 29,512 19,325 2.79 12,353 8,089 2.33 12,283 6,167 0.28 1,218 798 72
早川町 5.04 22,437 14,692 2.88 12,740 8,342 2.37 12,495 6,274 0.28 1,269 800 48
身延町 6.08 27,070 17,726 2.81 12,422 8,134 2.29 12,117 6,084 0.27 1,244 786 42
南部町 6.17 27,474 17,990 2.78 12,322 8,069 2.29 12,080 6,065 0.27 1,272 790 24
昭和町 6.90 30,714 20,112 2.79 12,353 8,089 2.32 12,244 6,148 0.28 1,215 814 86
道志村 6.59 29,332 19,207 2.76 12,204 7,992 2.26 11,946 5,998 0.28 1,182 809 127
西桂町 6.80 30,269 19,821 2.71 11,986 7,849 2.28 12,055 6,053 0.27 1,217 774 37
忍野村 7.51 33,408 21,876 2.84 12,573 8,233 2.37 12,496 6,275 0.28 1,216 819 102

山中湖村 6.82 30,360 19,880 2.87 12,693 8,312 2.37 12,493 6,273 0.28 1,219 823 114
鳴沢村 7.20 32,028 20,972 2.82 12,497 8,183 2.35 12,389 6,221 0.28 1,223 798 75
小菅村 7.65 34,057 22,301 2.90 12,859 8,420 2.38 12,544 6,298 0.28 1,247 803 52

丹波山村 7.23 32,163 21,061 2.80 12,413 8,128 2.30 12,140 6,095 0.28 1,278 801 37
富士河口湖町 6.90 30,716 20,113 2.74 12,133 7,945 2.28 12,016 6,033 0.28 1,218 803 78
市川三郷町 6.51 28,949 18,956 2.73 12,106 7,927 2.26 11,956 6,003 0.27 1,228 788 52
富士川町 6.42 28,567 18,706 2.75 12,181 7,977 2.28 12,047 6,049 0.27 1,225 790 56

●　市町村の算定基準に基づく保険料率　（各市町村で保険料率を検討する際に参考とするもの）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

所得割率
（％）

均等割額
（円）

平等割額
（円）

18歳以上
（円）

甲府市 7.12 31,546 19,487 2.71 12,742 7,871 2.30 12,663 6,200 0.27 1,256 776 73
富士吉田市 7.51 26,493 22,348 2.82 10,229 7,909 2.03 11,873 6,990 0.23 1,292 847 56

都留市 6.47 24,519 19,109 2.81 10,455 8,069 2.21 11,209 6,303 0.25 1,254 802 60
山梨市 6.29 23,615 22,655 2.67 10,186 9,519 2.19 10,229 8,127 0.22 1,388 952 83
大月市 6.11 26,675 18,980 2.61 11,870 7,704 2.07 10,899 6,966 0.26 1,163 739 25
韮崎市 7.54 27,317 20,563 2.87 10,258 7,826 2.39 10,484 6,354 0.26 1,175 773 51

南アルプス市 6.43 26,079 24,698 2.69 10,538 9,454 2.10 11,226 8,197 0.24 1,254 854 76
北杜市 6.15 25,741 25,576 2.65 11,665 9,192 2.13 11,320 8,587 0.25 1,190 803 62
甲斐市 6.73 27,420 20,238 2.68 10,843 9,449 2.38 10,589 6,495 0.25 1,232 805 81
笛吹市 6.82 30,538 21,659 2.67 11,780 8,344 2.22 12,320 6,284 0.23 1,409 966 96

上野原市 5.74 25,285 21,907 2.42 11,810 9,376 2.02 11,169 8,617 0.25 1,233 776 33
甲州市 6.92 25,753 26,760 2.72 9,718 9,571 2.18 11,068 7,153 0.21 1,466 1,028 101
中央市 6.39 28,068 20,102 2.65 11,582 8,220 2.26 12,374 5,702 0.25 1,243 831 74
早川町 4.26 18,608 17,398 2.38 12,054 8,138 1.92 10,263 6,023 0.22 1,266 782 48
身延町 5.82 22,072 23,234 2.56 10,330 10,914 2.18 9,501 8,212 0.26 1,170 730 38
南部町 6.12 23,076 20,138 2.82 9,486 9,358 2.35 9,888 7,610 0.27 1,178 746 21
昭和町 6.99 26,964 26,040 2.91 10,518 9,064 2.52 10,032 7,286 0.24 1,425 922 109
道志村 5.09 31,733 21,685 2.18 13,084 9,165 1.84 12,771 6,108 0.22 1,295 949 143
西桂町 5.89 28,416 24,430 2.55 10,473 8,905 2.40 10,539 7,215 0.25 1,152 743 34
忍野村 7.55 26,384 22,375 2.73 10,272 7,983 2.03 11,202 7,182 0.22 1,398 966 124

山中湖村 6.81 25,958 28,161 2.56 10,933 9,207 1.82 13,006 8,484 0.21 1,370 1,005 132
鳴沢村 7.64 22,644 20,351 2.95 10,832 5,412 2.55 9,524 5,150 0.23 1,324 854 83
小菅村 7.29 27,750 33,575 2.41 10,275 12,954 2.29 12,144 8,726 0.22 1,324 913 58

丹波山村 7.15 27,998 24,840 2.68 11,309 9,447 1.91 11,383 7,526 0.25 1,314 848 38
富士河口湖町 6.69 28,738 22,326 2.65 11,150 8,747 2.16 11,836 7,161 0.25 1,283 849 84
市川三郷町 6.30 27,237 17,938 2.62 11,464 7,520 2.13 12,139 6,315 0.26 1,185 774 50
富士川町 6.40 22,895 23,366 2.35 11,454 10,592 2.06 10,404 8,882 0.26 1,161 769 51

※　医療分とは、医療費に充てられる保険料です。
※　後期分とは、後期高齢者の医療費を支援する費用に充てられる保険料です。
※　介護分とは、40歳以上が負担する介護保険料に充てられる保険料です。
※　所得割率とは、所得に対して賦課される保険料率です。
※　均等割額とは、被保険者に対して賦課される保険料額です。
※　平等割額とは、世帯に対して賦課される保険料額です。
※　所得割率、均等割額及び平等割額の他に固定資産に対して賦課を行う資産割率がありますが、山梨県においては賦課しないため、掲載を省略します。

市町村名
医療分 後期分 介護分 子ども分

※　標準保険料率は、被保険者が市町村に納める保険料算定の際の保険料率とは異なるものです。

医療分 後期分 介護分 子ども分

市町村名
医療分 後期分 介護分 子ども分


